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令和３年３月１９日 

中津市議会 議会運営委員会 

 

 

 



 

 



議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度） 

 

令和３年３月１９日 

議会運営委員会確認 

 

（経過と目的） 

中津市議会では、平成２８年３月に議会基本条例を制定し、議会運営委員会

において、前任期の平成３０年２月より議会基本条例第２４条に基づく検証を

始め、平成３０年６月に「中津市議会基本条例の検証と推進等に関する報告書」、

その後、平成３１年３月に「議会基本条例推進のまとめ～次期改選後の取り組

み～」をまとめた。 

今回、改選後の２年目となる令和２年度において前回の基本条例の検証の検

討結果で実施又は改選後再検討としたものについて推進項目の検証を行った。 

議会基本条例に基づく政策議会の実現に向け、議会各機関においては積極的

な取り組みと速やかな検討を申し送るため、議会運営委員会において確認する。 

 

 

 

評価（Ａ：十分達成された Ｂ：概ね達成された Ｃ：改善が必要 

 Ｄ：今後努力を要する Ｅ：評価の該当なし） 

■会長会 

①管理番号１ 

【見出し】議長・副議長の立候補「所信表明制度」の検討 

【改選後の取組み】 

・「議長選挙及び副議長選挙に係る所信表明実施要領」を策定。 

・令和元年５月１３日の臨時会で議長及び副議長選挙にて所信表明会を実施。 

・令和２年３月２３日の定例会で副議長選挙にて所信表明会を実施。 

【検証結果】 

評価：Ｂ  

・ネット中継を実施し、市民に公開する。 

 

②管理番号２ 

【見出し】財政等の研修会の開催 



【改選後の取組み】 

・実施には至ってないが、一部の会派にて年１回研修会を行っている。 

【検証結果】 

評価：Ｄ  

・全議員を対象とした研修会の必要性の有無を会長会で協議する。 

 

③管理番号３ 

【見出し】財政等の研修会の開催（財政以外の研修会） 

【改選後の取組み】 

・実施には至っていない。 

【検証結果】 

評価：Ｄ  

・全議員を対象とした研修会の必要性の有無を会長会で協議する。 

 

④管理番号４ 

【見出し】財政等の研修会の開催（防災・災害対応の研修会） 

【改選後の取組み】 

・令和元年７月５日「避難勧告に関するガイドライン改正に伴う警戒レベルの

運用に係る研修会（講師：防災危機管理課長）」を開催。 

・令和２年８月１９日「台風・豪雨時の避難所開設基準、新型コロナに係る避

難所運営について（講師：防災危機管理課長）」を開催 

【検証結果】 

評価：Ｂ  

・８月１９日防災研修実施したように、年 1回実施する。 

 

⑤管理番号５ 

【見出し】条例、申し合わせ事項等の不断の見直し 

【改選後の取組み】 

・適正に行っている。 

【検証結果】 

評価：Ｂ  

・さらに市民に分かりやすい開かれた議会運営となるように努める。 

 

⑥管理番号６ 

【見出し】政務活動費制度の適正な運用 

【改選後の取組み】 



・政務活動費の収支報告書、視察研修報告書、領収書をインターネットで公開。 

【検証結果】 

評価：Ａ  

 ・適正に行われている。 

 

⑦管理番号７ 

【見出し】政務活動費制度の適正な運用（会派の視察報告） 

【改選後の取組み】 

・各会派の視察項目を全員協議会で簡潔に報告している。   

・各会派の視察報告書（資料）を図書室で閲覧できるようにする予定。 

【検証結果】 

評価：Ｂ  

 ・全員協議会での視察報告のあり方を検討する。 

 

■議会運営委員会 

①管理番号８ 

【見出し】議会基本条例の検証のあり方 

【改選後の取組み】 

・令和２年度に検証 

【検証結果】 

評価：Ｂ  

・全体的な検証は 4年に 1回、中間年は積み残し課題の検証を行う。 

 

②管理番号９ 

【見出し】議会基本条例の検証のあり方（外部評価制度） 

【改選後の取組み】 

・外部評価制度の導入には至ってない。 

【検証結果】 

評価：Ｄ  

・外部評価の必要性を検討すべきでは 

 

③管理番号１０ 

【見出し】議会説明資料等の充実（予算関係） 

【改選後の取組み】 

・執行部に申し入れを行い、当初予算に限らず定例記者会見の前には議会へ記



者会見資料を提出するようになった。 

【検証結果】 

評価：Ｂ 

・タブレットの活用を行い、予算説明資料や政策説明資料を適宜議員に配布し

てもらう。 

 

④管理番号１１ 

【見出し】議会説明資料等の充実（政策形成過程） 

【改選後の取組み】 

・実施には至ってない。 

【検証結果】 

評価：Ｃ 

 ・政策形成過程の資料を求めることによって、その論点や争点を明確にし、

より政策水準を高めることにつながる。（7/28の全員協議会での詳細な資料提

供があった） 

 

⑤管理番号１２ 

【見出し】自由討議の活性化 

【改選後の取組み】 

・議員相互間の自由討議のフローチャートに基づき、本会議で実施。自由討議

により、令和元年７月２４日「通学路等の安全対策について」の要望書を市長

に提出。 

・令和２年７月３日「新型コロナウイルス感染症から子どもの命や学びを守る

とともに、子どもに向き合う教職員の命や健康を守ることを求める決議」を決

議する。 

【検証結果】 

評価：Ｂ 

 ・自由討議がより活発な議論となるよう、そのありよう（テーマの設定の仕

方、時間、進め方、各委員会からの提案など）について検討を行う。 

 

⑥管理番号１３ 

【見出し】条例、申し合わせ事項等の不断の見直し 

【改選後の取組み】 

・「中津市議会手話通訳等実施要領」を作成し、本会議で手話通訳者等の配置

が行えるようにした。 

【検証結果】 



評価：Ｂ 

 ・必要に応じて検討していく。 

 

⑦管理番号１４ 

【見出し】政策議会の実現の取組み（議員提案条例） 

【改選後の取組み】 

・指針は定めたが、政策的議員提案条例の制定には至っていない。 

【検証結果】 

評価：Ｃ 

 ・政策的議員提案条例の制定に向けた調査研究を進めるとともに、政策研究

会の充実を図る。 

 

⑧管理番号１５ 

【見出し】政策議会の実現の取組み（行政評価システムの導入） 

【改選後の取組み】 

・実施には至ってない。 

【検証結果】 

評価：Ｅ 

 ・執行部に対し、行政評価システム導入の検討を求める。 

 

⑨管理番号１６ 

【見出し】一般質問、議案質疑、代表質問制度の充実（質問時間） 

【改選後の取組み】 

・適正に行っている。 

【検証結果】 

評価：Ｂ 

 ・適正に行われている。 

 

⑩管理番号１７ 

【見出し】一般質問、議案質疑、代表質問制度の充実（反問権） 

【改選後の取組み】 

・議会運営委員会の先進地視察を経て協議を進めることとなったが、実施には

至っていない。 

【検証結果】 

評価：Ｅ 

 ・現行の範囲内で行う。 



 

⑪管理番号１８ 

【見出し】一般質問、議案質疑、代表質問制度の充実 

【改選後の取組み】 

・議論がかみ合うよう、議員・執行部にそれぞれ要請 

【検証結果】 

評価：Ｃ 

 ・議論がかみ合うよう、議員・執行部にそれぞれが努力する。 

 

⑫管理番号１９ 

【見出し】常任委員会制度の充実 

【改選後の取組み】 

・３月議会の最終日に委員の改選を行っている。 

・定例会ごとの予備日の設定については出来ていない。 

【検証結果】 

評価：Ｂ 

 ・委員会の日程に予備日の設定することを検討する。 

 

⑬管理番号２０ 

【見出し】事務調査制度の活用 

【改選後の取組み】 

・「常任委員会の所管事務調査マニュアル」により適正に行っている。 

【検証結果】 

評価：Ｂ 

 ・概ね達成されている。 

 

⑭管理番号２１ 

【見出し】参考人制度、公聴会制度の適正な運用 

【改選後の取組み】 

・議会運営委員会の先進地視察を経て開催要項の整備を進めることとなったが、

整備には至っていない。 

【検証結果】 

評価：Ｄ 

 ・開催要項の整備検討を行う。 

 

⑮管理番号２２ 



【見出し】議会図書室の充実 

【改選後の取組み】 

・小幡記念図書館からの「団体借入れコーナー」を設け、定例会ごとに図書の

入替えを行う。 

【検証結果】 

評価：Ｂ 

 ・概ね達成できた。 

 

⑯管理番号２３ 

【見出し】常任委員会のインターネット中継 

【改選後の取組み】 

・実施には至ってない。 

【検証結果】 

評価：Ｄ 

 ・実施の是非等幅広い検討が必要。 

 

■広報広聴委員会 

①管理番号２４ 

【見出し】議会だよりの充実 

【改選後の取組み】 

・令和２年度以降、再検討することとしている。 

【検証結果】 

評価：Ｃ 

 ・議会だよりの更なる充実に向けて検討する。 

 

②管理番号２５ 

【見出し】議会だよりの充実（委員会の審査過程） 

【改選後の取組み】 

・令和２年度以降、再検討することとしている。 

【検証結果】 

評価：Ｄ 

 ・今後、広報広聴委員会で検討する。 

 

③管理番号２６ 

【見出し】議会だよりの充実（市民とのつどい等） 



【改選後の取組み】 

・市民との意見交換会時にアンケートをとる。市民とのつどいについては、ワ

ークショップ形式を導入し実施した。 

【検証結果】 

評価：Ｂ 

 ・概ね達成されている。 

 

④管理番号２７ 

【見出し】インターネットの活用 

【改選後の取組み】 

・令和２年度以降、再検討することとしている。 

【検証結果】 

評価：Ｄ 

 ・広報広聴委員会でホームページ、インターネットの積極的な活用を検討す

る。 

 

⑤管理番号２８ 

【見出し】意見交換会、「市民とのつどい」の開催 

【改選後の取組み】 

・令和２年１０月２６日（土）、２７日（日）に「市民と中津市議会のつどい

～みんなでトーク」を開催。参加対象者は子育て中のパパやママ、各小中学校

のＰＴＡ役員、働く若い世代。 

【検証結果】 

評価：Ａ 

 ・達成されている。 

 

⑥管理番号２９ 

【見出し】意見交換会、「市民とのつどい」の開催（アンケート調査） 

【改選後の取組み】 

・市民とのつどいの際、アンケートをとるため、アンケート調査は実施しない。 

【検証結果】 

評価：Ｅ 

 

⑦管理番号３０ 

【見出し】意見交換会、「市民とのつどい」の開催（ワークショップ形式の導入） 

【改選後の取組み】 



・実施済み 

【検証結果】 

評価：Ａ 

 ・市民とのつどいにおいて引き続き実施する。 

 

⑧管理番号３１ 

【見出し】意見交換会、「市民とのつどい」の開催（実施要領の見直し） 

【改選後の取組み】 

・令和２年度以降、再検討することとしている。 

【検証結果】 

評価：Ｄ 

 ・広報広聴委員会で協議する。 

 

⑨管理番号３２ 

【見出し】広聴制度の充実（提案募集） 

【改選後の取組み】 

・実施しないことを決定した。 

【検証結果】 

評価：Ｅ 

 

⑩管理番号３３ 

【見出し】広聴制度の充実 

【改選後の取組み】 

・市民とのつどいの際、アンケートをとるため、市民アンケートは実施しない。 

【検証結果】 

評価：Ｅ 

 

■各常任委員会 

①管理番号３４ 

【見出し】自由討議による常任委員会の活性化 

【改選後の取組み】 

・９月１８日「with コロナ時代 議会としてできることは～厚生環境委員会

として～」を議題とて、厚生環境委員会で自由討議を実施 

【検証結果】 

評価：Ｃ 



 ・積極的に取り組むことを委員長だけでなく、委員全員が認識しておく。 

 

②管理番号３５ 

【見出し】自由討議による常任委員会の活性化（テーマの設定） 

【改選後の取組み】 

・テーマ設定を行っての自由討議は実施していないが、付託された議案につい

ての自由討議は１件あった。 

※6 月 12 日「議第５９号 中津市立中津市民病院及び小児救急センター使用

料及び手数料条例の一部改正について」自由討議を行い、修正案を上程 

【検証結果】 

評価：Ｃ 

 ・積極的に取り組むことを委員長だけでなく、委員全員が認識しておく。 

 

③管理番号３６ 

【見出し】事務制度調査制度の活用 

【改選後の取組み】 

・適正に行っている。 

【検証結果】 

評価：Ｂ 

 ・適正に行われているが、さらなる充実を求める。 

 

④管理番号３７ 

【見出し】行政視察報告会の検討 

【改選後の取組み】 

・実施には至ってない。 

【検証結果】 

評価：Ｄ 

 ・委員会の行政視察も全員協議会の中で委員長が報告する。 

 

 



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

・ネット中継実施は必要
ではない。
会長会での実施要項の変
更が必要であり、会長会
で協議。

・選挙が行われる本会議
で所信表明を行う

・全議員を対象とした研
修会を開催する。

・全議員を対象とした研
修会を開催する。

実施には至ってない。 D
全議員を対象とした研修会
の必要性の有無を会長会で
協議する。

実施 3 会長会
財政等の研
修会の開催

★会長会におい
て、議員研修計画
を立てるととも
に、必要に応じて
開催をする。（第
13条第1項）

・財政以外の研修会については、必要に応じ
て、会長会主催で開催する。研修内容につい
ては、会長会で決定する。

・財政に関する学習会を会長会主催で行う。
・開催時期等を含めて、各会派で具体的な案
を出してもらい、意見集約する。

実施には至ってない
が、一部の会派にて年
１回研修会を行ってい
る。

D
全議員を対象とした研修会
の必要性の有無を会長会で
協議する。

「議長選挙及び副議長
選挙に係る所信表明実
施要領」を策定。
令和元年５月１３日の
臨時会で議長及び副議
長選挙にて所信表明会
を実施。
令和２年３月２３日の
定例会で副議長選挙に
て所信表明会を実施。

B ネット中継を実施し、市民
に公開する

実施 2 会長会
財政等の研
修会の開催

☆会長会におい
て、全議員を対象
とした財政状況や
予算書の作り方、
見方の研修会の開
催を検討する。ま
た、各会派におい
ても同様の研修を
実施する。（第2
条第1項）

実施 1 会長会

議長・副議
長の立候補
「所信表明
制度」の検

討

◎☆会長会におい
て、議長・副議長
の立候補の所信表
明制度の導入につ
いて検討する。
（第5条第1項）

・来期の議長・副議長選挙から所信表明制度
を導入する。
・所信表明の手続きについては、時間制限等
の具体的な要領等の整備を行う。今後、各会
派で具体的な案をだしてもらい、今任期中に
要領等の決定を行う。

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・使途の範囲の見直し

・成果物の共有をはかれ
るよう

・実施内容の再考が必
要。

・今後も引き続き、適正に行う。

政務活動費の収支報告
書、視察研修報告書、
領収書をインターネッ
トで公開。

A 適正に行われている。

適正に行っている。 B
さらに市民に分かりやすい
開かれた議会運営となるよ
うに努める。

実施 6 会長会
政務活動費
制度の適正
な運用

☆会長会にて、政
務活動費の収支報
告、視察研修報告
書の公表方法・内
容について、イン
ターネット公開を
含めて検討を行
う。（第18条第
1、2項）

実施 5 会長会

条例、申し
合わせ事項
等の不断の
見直し

☆議会運営委員会
及び会長会等にお
いて、市民に分か
りやすい開かれた
議会運営に努める
とともに、引き続
き、条例改正や申
し合わせ事項等の
見直しを積極的に
進める。（第2条
第4項）

・現状どおり行う。

・会長会が主催で防災（災害対応）に関する
研修会を実施する。※会長会（議会）主体で
の防災訓練は行わない。
・各会派の会長より会派の議員に、市が行う
防災訓練や防火訓練とともに、各々の地域の
防災訓練に積極的に参加するよう声かけを行
う。

令和元年７月５日
「避難勧告に関するガ
イドライン改正に伴う
警戒レベルの運用に係
る研修会（講師：防災
危機管理課長）」を開
催。

B 8月19日防災研修実施したよ
うに、年1回実施する。

実施 4 会長会
財政等の研
修会の開催

★会長会にて、中
津市議会災害対策
会議設置規程等に
基づき、訓練及び
研修会等を実施す
る。（第21条）



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・現行の通り2年1回検証
して改善を図る

・外部評価の必要なし
外部評価制度の導入に
は至ってない。 D 外部評価の必要性を検討す

べきでは
実施 9

議会運営
委員会

議会基本条
例の検証の
あり方

◎☆議会運営委員
会において、議会
基本条例の検証に
ついて、外部評価
制度の必要性の有
無と、あり方を検
討する。（第24
条）

・市民目線に立った議会改革の取り組みを今
後も引き続き推進し、次期改選以降に知見の
活用を含めた外部評価制度について十分に検
討する。また、広報活動についても充実さ
せ、市民に広く周知する。

 検証の仕方は現行の方法に則り、２年に１
回、偶数年（４月～）に検証し、改善を行っ
ていく。

現在、検証中 B
全体的な検証は4年に1回、
中間年は積み残し課題の検
証を行う。

各会派の視察項目を全
員協議会で簡潔に報告
している。
各会派の視察報告書
（資料）を図書室で閲
覧できるようにする予
定。

B 全員協議会での視察報告の
あり方を検討する。

実施 8
議会運営
委員会

議会基本条
例の検証の
あり方

◎☆議会運営委員
会において、議会
基本条例の検証期
間と方法、検証
シートの作成の検
討を行う。（第24
条）

改選後
再検討 7 会長会

政務活動費
制度の適正
な運用

☆会長会にて、会
派の視察研修が、
活かされるような
視察研修報告書及
び議会報告のあり
方について検討を
行う。（第4条）

・会派の視察研修で、視察先の内容が全議員
で情報共有した方が良いと思うものについて
は、全員協議会で簡潔に報告する。
・会派の視察報告書（資料）を図書室で閲覧
できるようにすることと、会派の視察報告会
の実施については、来期検討する。



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・各委員会からの提案も
必要である

・当番会派の提案は取り
上げる

・資料配布だけでなく、
説明会を実施

・執行部と議会の信頼関
係の下、充実した内容説
明ができるよう努力が必
要。

・テーマについて、討議を活性化するため、十分
な周知期間を置く。定例会最終日の議運にて、次
の定例会の自由討議・議題提出の当番会派を告知
する。当番会派は、次の定例会前の議運の前日の
正午まで「自由討議テーマ提案書」を事務局へ提
出する。なお、説明資料（Ａ４両面３枚程度ま
で）は、一般質問最終日の前日までに準備し、事
務局へ提出する。
　定例会前の議運にて、自由討議・議題提出の当
番会派の提案を受け、開会日散会後の議運で決を
とる。議会中に議論された案件についての議題提
出は、一般質問終了後、一旦休憩して、１０分後
に議会運営委員会を開催し協議する。
　本会議自由討議における発言が、すべての議員
に行き渡るよう、補足説明は5分程度、１人当た
りの発言持ち時間は、１回につき概ね３分以内と
する。
　なお、この運用は平成３０年第４回定例会より
開始する。

議員相互間の自由討議
のフローチャートに基
づき、本会議で実施。
自由討議により、令和
元年７月２４日「通学
路等の安全対策につい
て」の要望書を市長に
提出。
令和２年７月３日「新
型コロナウイルス感染
症から子どもの命や学
びを守るとともに、子
どもに向き合う教職員
の命や健康を守ること
を求める決議」を決議
する。

B

自由討議がより活発な議論
となるよう、そのありよう
（テーマの設定の仕方、時
間、進め方、各委員会から
の提案など）について検討
を行う。

実施には至ってない。 C

政策形成過程の資料を求め
ることによって、その論点
や争点を明確にし、より政
策水準を高めることにつな
がる。（7/28の全員協議会
での詳細な資料提供があっ
た）

実施 12
議会運営
委員会

自由討議の
活性化

☆議会運営委員会
にて、「自由討
議」の運用改善に
努めるとともに、
議題を出しやすい
ように、テーマ提
案用紙（ひな形）
の作成等を検討す
る。（第2条第2
項）

実施 11
議会運営
委員会

議会説明資
料等の充実

★議会運営委員会
にて、事前説明を
求める事項、項
目、説明時期と方
法について検討す
る。（第8条第1
項）

・重要な事項についての事前説明を求めるこ
とを今後も検討し、地方自治法第９６条第２
項の範囲についても検討する。

・議会毎の説明資料は当初予算並みの資料を
揃えてもらうことと、記者会見するほど重要
なことについては議員にも提出することを要
求する。

執行部に申し入れを行
い、当初予算に限らず
定例記者会見の前には
議会へ記者会見資料を
提出するようになっ
た。

B
タブレットの活用を行い、
予算説明資料や政策説明資
料を適宜議員に配布しても
らう。

実施 10
議会運営
委員会

議会説明資
料等の充実

☆議会運営員会に
て、予算説明資
料、政策説明資料
の内容について検
討し、執行部と調
整を行う。（第2
条第1項、第9条）



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・積極的に行えるよう研
修する

・行政評価システムの導
入の必要性の有無を議会
として確認が先。

・実行すること！

実施には至ってない。 E
執行部に対し、行政評価シ
ステム導入の検討を求め
る。

実施 15
議会運営
委員会

政策議会の
実現の取組

み

★議会運営委員会
にて、重要な政策
等については、立
案及び執行におけ
る論点及び争点を
明らかにするとと
もに、執行後にお
ける政策評価に資
する審議に努める
ために、具体的な
方法を検討する。
（第8条第2項）

・他の自治体を参考に、行政評価システムの
導入を議長を通じて市に求めていくと共に議
会としても研究していく。

・政策的議員提案条例制定の推進指針を定
め、推進指針に基づき、政策議会の実現に取
り組んでいく。

指針は定めたが、政策
的議員提案条例の制定
には至っていない。

C
政策的議員提案条例の制定
に向けた調査研究を進める
とともに、政策研究会の充
実を図る。

「中津市議会手話通訳
等実施要領」を作成
し、本会議で手話通訳
者等の配置が行えるよ
うにした。

B 必要に応じて検討してい
く。

実施 14
議会運営
委員会

政策議会の
実現の取組

み

★議員提案による
条例の制定に向
け、各議員、会
派、常任委員会、
政策研究会等で調
査研究を行うとと
もに、議会運営委
員会において具体
的な策定手続き等
の検討を行う。
（第3条第6項）

実施 13
議会運営
委員会

条例、申し
合わせ事項
等の不断の
見直し

☆議会運営委員会
及び会長会等にお
いて、市民に分か
りやすい開かれた
議会運営に努める
とともに、引き続
き、条例改正や会
議規則、申し合わ
せ事項等の見直し
を積極的に進め
る。（第2条第4
項）

・今後も、議会運営委員会及び会長会等にお
いて、市民に分かりやすい開かれた議会運営
に努めるとともに、引き続き、条例改正や会
議規則、申し合わせ事項等の見直しを積極的
に進めていく。



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・議案質疑のルールの徹
底

・議案質疑をもっと活発
に。議案質疑も持ち時間
制とし、時間短縮をしな
い。

・質問の確認

・今期で方向性を出し、
次期で実施を検討

・議会基本条例の趣旨に基づいた、代表質
問、一般質問、議案質疑につながるよう実施
要綱を作成し、議会運営委員会の委員より会
派議員への徹底を行う。

議論がかみ合うよう、
議員・執行部にそれぞ
れ要請

C
議論がかみ合うよう、議
員・執行部にそれぞれが努
力する。

議会運営委員会の先進
地視察を経て協議を進
めることとなったが、
実施には至っていな
い。

E 現行の範囲内で行う。

実施 18
議会運営
委員会

一般質問、
議案質疑、
代表質問制
度の充実

★議会運営委員会
にて、一般質問、
代表質問、自由討
議のあり方につい
て随時協議を行
い、改善していく
とともに、各議員
は政策提言や政策
形成につながる一
般質問等に努め
る。（第12条）

改選後
再検討 17

議会運営
委員会

一般質問、
議案質疑、
代表質問制
度の充実

★議会運営委員会
にて、反問権のあ
り方について検討
する。（第7条第2
項）

・反問権については、質問の仕方、答弁のあ
り方も含め、次期改選以降、十分検討し、要
綱等を定めることを検討していく。

・来期から、一般質問の持ち時間を質問時間
のみ25分とする。議案質疑は現状どおりの質
疑時間とする。

適正に行っている。 B 適正に行われている。実施 16
議会運営
委員会

一般質問、
議案質疑、
代表質問制
度の充実

☆議会運営委員会
にて、より効果的
な論議が行われる
よう、一般質問、
議案質疑の質問時
間及び答弁時間等
のあり方を検討す
る。（第7条第1
項）



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・引き続き検討

議会運営委員会の先進
地視察を経て開催要項
の整備を進めることと
なったが、整備には
至っていない。

D 開催要項の整備検討を行
う。

改選後
再検討 21

議会運営
委員会

参考人制
度、公聴会
制度の適正
な運用

★議会運営委員会
にて、参考人制
度、公聴会制度の
具体的な運用方法
（参考人等の手当
て規定など）につ
いて検討する。
（第11条第2項）

・参考人制度実施要綱及び広聴会開催要項を
定め、改選後の議会運営委員会において、先
進地視察などを経て、運用を行う。

・所管事務調査権の解釈と認識の見直しを行
い、今後、新解釈での委員会、委員協議会で
の協議事項での振り分け一覧とフローチャー
トの作成を行う。

「常任委員会の所管事
務調査マニュアル」に
より適正に行ってい
る。

B 概ね達成されている。

３月議会の最終日に委
員の改選を行ってい
る。
各定例会ごとの予備日
の設定については出来
ていない。

B 委員会の日程に予備日の設
定することを検討する。

実施 20
議会運営
委員会

事務調査制
度の活用

★議会運営委員
会、もしくは各常
任委員会にて事務
調査のあり方につ
いて検討する。
（第11条第4項）

実施 19
議会運営
委員会

常任委員会
制度の充実

★議会運営委員会
にて、常任委員会
制度の充実に向け
て、下記参考意見
を踏まえ検討を
行う。（第11条第
1項）
（専門性を高める
ために、常任委員
会の任期2年制の
導入）、（常任委
員会の2日間の開
催）（次期委員会
の構成と、3常任
委員会の場合の委
員会日程の決定）

・常任委員会の任期は、１年とし、３月議会
の最終日に改選する。ただし、再任は妨げな
い。
・議会運営委員会、広報広聴委員会の任期も
１年とし、同じく３月議会の最終日に改選す
る。
・来期の改選後から、常任委員会における十
分な審議時間を確保するため、各定例会毎に
予備日を設けることについて、３月議会まで
に検討・決定する。なお、事務局においても
整理・検討する。



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・議案質疑の掲載再開を
検討する

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。
・「議会だより」の掲載要領（ルール）を作
成する。

令和２年度以降、再検
討することとしてい
る。

C 議会だよりの更なる充実に
向けて検討する。

実施には至ってない。 D 実施の是非等幅広い検討が
必要。

改選後
再検討 24

広報広聴
委員会

議会だより
の充実

★広報広聴委員会
にて、議会だより
の更なる充実につ
いて検討する。
（第2条第3項）
・議決や審査、議
会活動の経緯や理
由の説明などの掲
載

改選後
再検討 23

議会運営
委員会

常任委員会
のインター
ネット中継

◎★議会運営委員
会にて、常任委員
会のインターネッ
ト中継の実施を検
討する。（第2条
第3項）

・次期改選後、常任委員会のインターネット
中継の必要性も含めて検討を行う。（新潟県
柏崎市及び新庁舎建替え時でない時期に導入
した先進地視察の視察を行う）

・改選後に議会運営委員会で、先進地視察等
を行い、情報通信技術推進特別委員会の取り
組みを踏まえ、議会図書室の有効活用につい
て、研究していく。

小幡記念図書館からの
「団体借入れコー
ナー」を設け、定例会
ごとに図書の入替えを
行う。
現在まで、２６冊の図
書を貸し出し。

B 概ね達成できた。
改選後
再検討 22

議会運営
委員会

議会図書室
の充実

★議会運営委員会
にて、議会図書室
のあり方及びタブ
レットの活用を見
越した利用促進に
ついて先進地視察
等を行い検討す
る。（第16条）



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・概ね達成されている
が、更なる改善が必要。

・ケーブルTVでの議長の
議会報告は、広報委員会
で検討を経ること

令和２年度以降、再検
討することとしてい
る。

D
広報広聴委員会でホーム
ページ、インターネットの
積極的な活用を検討する.

改選後
再検討 27

広報広聴
委員会

インター
ネットの活

用

★広報広聴委員会に
て、ホームページ、
インターネットの積
極的な活用の検討を
する。（第2条第3
項）
（議会の各種会議、
視察内容のリアルタ
イムでのアップを、
議会事務局と事務的
協議を進め検討を行
う。）、（ＳＮＳ等
の検討は、その効果
を検証するととも
に、議会事務局と事
務的協議を行う。）

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。

市民との意見交換会時
にアンケートをとる。
市民とのつどいについ
ては、ワークショップ
形式を導入し実施し
た。

B 概ね達成されている。

令和２年度以降、再検
討することとしてい
る。

D 今後、広報広聴委員会で検
討する。

改選後
再検討 26

広報広聴
委員会

議会だより
の充実

★広報広聴委員会
にて、議会だより
の見直しとアン
ケート調査を実施
し反映させるとと
もに、市民とのつ
どいの今後の開催
方法について検討
する。（第14条）

改選後
再検討 25

広報広聴
委員会

議会だより
の充実

★広報広聴委員会
にて、議会だより
等で、委員会審査
の過程等の掲載を
行う。（第11条第
3項）

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。
・「議会だより」の掲載要領（ルール）を作
成する。



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・令和元年度の実施内容はよ
かった。
引き続き充実した意見交換会
の実施に努める。

・令和元年度の実施内容はよ
かった。
引き続き充実した意見交換会
の実施に努める。

・アンケート調査の実施
においては、内容を十分
に検討する。

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。

実施済み A 市民とのつどいにおいて引
き続き実施する。

市民との集いの際、ア
ンケートをとるため、
アンケート調査は実施
しない。

E

改選後
再検討 30

広報広聴
委員会

意見交換
会、「市民
とのつど

い」の開催

◎★広報広聴委員
会で、市民との意
見交換会にワーク
ショップ形式を取
り入れることを検
討する。(第14条)

改選後
再検討 29

広報広聴
委員会

意見交換
会、「市民
とのつど

い」の開催

★広報広聴委員会
にて、議会だより
の見直しとアン
ケート調査を実施
し反映させるとと
もに、市民とのつ
どいの今後の開催
方法について検討
する。（第14条）

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。

令和２年１０月２６日
（土）、２７日（日）
に「市民と中津市議会
のつどい～みんなで
トーク」を開催
参加対象者は子育て中
のパパやママ、各小中
学校のＰＴＡ役員、働
く若い世代。

A 達成されている。
改選後
再検討 28

広報広聴
委員会

意見交換
会、「市民
とのつど

い」の開催

★広報広聴委員会
にて、引き続き市
民、団体等との意
見交換会等の開催
に取り組む。（第
11条第3項）



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・実施することを再検討
する。

・引き続き検討する。

市民との集いの際、ア
ンケートをとるため、
市民アンケートは実施
しない。

E改選後
再検討 33

広報広聴
委員会

広聴制度の
充実

◎★広報広聴委員
会で、議会に対す
る市民アンケート
の実施を検討す
る。(第14条)

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。

実施しないことを決定
した。 E

令和２年度以降、再検
討することとしてい
る。

D 広報広聴委員会で協議す
る。

改選後
再検討 32

広報広聴
委員会

広聴制度の
充実

◎★広報広聴委員
会で、市民参加の
議会とするため議
会意見箱の設置や
ホームページから
の提案募集を行う
ことを検討する。
(第14条)

改選後
再検討 31

広報広聴
委員会

意見交換
会、「市民
とのつど

い」の開催

◎★広報広聴委員
会にて、「中津市
議会報告会及び意
見交換会（市民と
中津市議会とのつ
どい）実施要領」
の見直しと、広報
広聴委員会要領の
制定を検討する。
(第14条)

・今後も広報広聴委員会として、引き続き前
向きに検討して行く。



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・実効性のある検討が必
要。

・各委員会から本会議で
の自由討議のテーマの提
案を可能にすべき

・実効性のある検討が必
要。

・事務調査制度の正しい理解と解釈を改めて
確認する。
・事務調査が必要な案件が生じた際には、制
度を活用する。

適正に行っている。 B 適正に行われているが、さ
らなる充実を求める。

テーマ設定を行っての
自由討議は実施してい
ないが、付託された議
案についての自由討議
は１件あった。
※6月12日「議第５９
号　中津市立中津市民
病院及び小児救急セン
ター使用料及び手数料
条例の一部改正につい
て」自由討議を行い、
修正案を上程

C
積極的に取り組むことを委
員長だけでなく、委員全員
が認識しておく。

実施 36
各常任
委員会

事務制度調
査制度の活

用

★議会運営委員
会、もしくは各常
任委員会にて事務
調査のあり方につ
いて検討する。
（第11条第4項）

実施 35
各常任
委員会

自由討議に
よる常任委
員会の活性

化

☆各常任委員会に
おいても、自由討
議を積極的に行う
よう努める。（第
10条第1項及び第2
項）

・実施に向け、努力しているが、テーマの設
定のあり方等で定例的な実施に至っていない
ため、来期より、常任委員会の視察結果や各
種団体との意見交換会で出された意見の中か
らテーマ設定を検討する。
　必要に応じて、付託された議案に対する自
由討議を行うように努める

・実施に向け、努力しているが、テーマの設
定のあり方等で定例的な実施に至っていない
ため、常任委員会の視察結果や各種団体との
意見交換会で出された意見の中からテーマ設
定を行い実施に向けて努力する。

※9月18日「withコロ
ナ時代　議会としてで
きることは～厚生環境
委員会として～」を議
題とて、厚生環境委員
会で自由討議を実施

C
積極的に取り組むことを委
員長だけでなく、委員全員
が認識しておく。

実施 34
各常任
委員会

自由討議に
よる常任委
員会の活性

化

☆各委員長は、常
任委員会での自由
討議が積極的に行
われるよう委員会
運営に努め、自由
討議の実施要領の
共通化を図るとと
もに、各委員も積
極的に参加する。
（第3条第3項）



検討
結果

管理
番号

所管 見出し 項目 取組み方針 改選後の取組み 少数意見

議会基本条例の推進項目の検証（令和２年度）　※前回の基本条例の検証の検討結果で実施又は改選後再検討としたもの

評価（Ａ：十分達成された　Ｂ：概ね達成された　Ｃ：改善が必要　Ｄ：今後努力を要する　Ｅ：評価の該当なし）

決定事項

・実施に向け努力が必
要。

実施には至ってない。 D
委員会の行政視察も全員協
議会の中で委員長が報告す
る。

実施 37
各常任
委員会

行政視察報
告会の検討

◎☆各委員会で、
行政視察をより有
意義なものとする
ため、視察実施後
速やかに意見交換
や内容を掘り下げ
るための行政視察
報告会の検討を行
う。(第3条第5項)

・行政視察終了後、概ね１カ月以内に各委員
会で意見交換を実施する。さらにその内容に
ついては、必要に応じて次回の議会の中で委
員長から報告を行う。

【記号の説明】

☆：推進項目…検証作業で、意見集約された推進すべき項目

★：重点推進項目…検証によって、評価Ｃ（改善が必要）またはＤ（今後努力を要する）の項目で、特に推進すべき項目

◎：先進地（兵庫県加西市議会、岡山県井原市議会）視察により、推進すべきとした項目


